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島マス（オカー先生）プロフィール 

島マスは、1900 年（明治 32 年）美里村生まれ。 

19 歳で尋常小学校の教員に採用され、その後、結婚し 8 人の子宝に恵まれる。 

順風満帆だった島マスの人生は沖縄戦によって大きく変わる。 

1945 年沖縄戦が激化し一家で羽地へ疎開。そんな中、長男と次女が戦死してしまう。 

悲しみに暮れるなか、自身も捕虜となってしまうが、米軍の指示で元教員が集められ青

空教室が開講。そこで目にしたのは戦争未亡人や貧困にあえぐ子ども達の姿だった。 

1948 年、島マスは教員を辞め、福祉の道へ歩みだす。 

子供を抱え、生きていくために特殊飲食街で働く母親（その多くは戦争未亡人であっ

た）たちに手に職をつけさせるための職業訓練に奔走する。 

また、マスは、犯罪を犯し軍裁判にかけられた子供たちの身柄を引き取り、「胡差児童

保護所」をつくって、子供たちの更生に全力で取り組む。さらに、窃盗や特殊飲食街で

保護された少女たちのために、自分の土地に「コザ女子ホーム」を開設し、彼女たちと

共に生活する。 

マスがつくったこの二つの施設は、後に琉球政府の管轄へと移管されるが、それは、児

童福祉法などの制度がない時代に、マスの情熱と行動は、福祉の姿そのものである。 

その後も、マスは、58 歳で中部地区社会福祉協議会の事務局長に就任し、民間福祉の

要である社協人として、地域の福祉地図をつくるなど、実態調査に基づく科学的な福祉

事業を進めるともに、組織をつくり、人を育て、精力的に福祉活動を展開していく。 

マスは、88 年の生涯を閉じるまで、ひたすら、「チムグリサン（心が痛む）」の心を信

条とし、他人の苦悩や悲しみと寄り添い続けた。そして、いつしか彼女は、みんなから

「オカー先生（お母さん先生）」と呼ばれるようになっていた。 

 

沖縄市社協職員は、チムグリサン（心が痛む）の心を信条に、他人の苦悩や悲しみに

寄り添いつづけた福祉の母「島マス」先生の情熱と行動を継承し、業務に取り組みま

す。 

 

マスプランとは、Multiple and Aggressive Service プラン(マ

ルチプル&アグレッシヴサービス・プラン)の略で、目標に向け

て多角的に福祉活動を提供していくための計画のことです。 
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  あいさつ 

 

通称、社協と呼ばれる社会福祉協議会は、社会福祉法に「地域福祉の推進を図ることを目

的とする団体」として位置づけられ、すべての市町村、政令指定都市の区、都道府県、そし

て全国の段階に組織され、それぞれの社協が社会福祉法人として独立した組織運営を行って

いる民間団体です。 

私たち沖縄市社会福祉協議会は、コザ市と美里村が合併し、沖縄市と同時に昭和 49 年に

誕生し 50 年を迎えました。本会は、これまで、自治会や住民組織、社会福祉施設等の福祉

関係機関、民生委員・児童委員、ボランティア・NPO などの福祉団体、行政などの参加を

得て、地域住民が主体となる地域福祉活動や人材育成、福祉教育・ボランティア活動の推進、

障がい者社会参加促進事業、相談援助、権利擁護事業などを幅広く展開してきました。 

しかしながら、昨今、かつてのような地縁・血縁や地域住民同士のつながりは希薄化が進

み、社会的孤立による孤独死や虐待、ひきこもりなどの問題、経済的困窮による生活不安に

加え、疾病や障害・介護、出産・子育てなど様々な分野の課題を複数抱えている世帯の増加、

さらには、価値観の多様化などにより、地域生活課題は複合化・複雑化・深刻化しており、

ニーズが多岐にわたり顕在化している状況があります。ニーズの発掘はもとより年齢や分野

を問わず切れ目のない支援がより必要な状況となっています。 

一方、我が国の社会保障・社会福祉の諸制度も、少子高齢化や経済低迷など社会経済状況

が大きく変化するとともに、大きな改革が行われてきました。令和 2 年 6 月に社会福祉法が

改正され、相談支援、参加支援、地域作りに向けた支援を一体的に行う「重層的支援体制整

備事業」が創設される等、地域共生社会の実現に向けて包括的な支援体制の構築が求められ

ています。沖縄市でも「重層的支援体制整備事業」は行政が実施主体となり「地域福祉の施

策化」が進められ、社協以外の関係機関が地域福祉の領域に参入することが想定されます。 

本会においては、さまざまな地域福祉を推進する関係機関と連携協働し、さらに「地域福祉

を推進する中核的な団体」としての役割を発揮していく必要があります。 

そのために本会では、地域共生社会の実現に向けて、事業の効率的・効果的な実施と組織

の基盤強化、人材育成・確保に取り組み、地域福祉の推進を図るため令和６年度を始期とし

た５か年の「中期経営計画（通称マスプラン）」を策定しました。 

この計画で掲げた目標を達成し、本会が使命として掲げる「ひとりの幸せから地域の幸せ

を創造する社協」に近づけるよう、今後とも役職員一同努力してまいる所存ですので、より

一層の御支援と御協力をいただきますようお願い申し上げます。 

結びに、策定に当たり御尽力いただきました、沖縄市社協あり方委員会の皆さま、沖縄市

社協財政健全化委員会の皆さま、関係団体の皆さまに心からお礼を申し上げます。 

 

 

                           沖縄市社会福祉協議会 

                           会長   島田  薫 
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１．中期経営計画策定の目的 

 

 社会構造や地域環境の急速な変化などを背景とし、地域福祉の中心的な担い手として社協

がその使命を果たし続けるためには、中長期的な展望に基づいて組織経営のビジョンを明ら

かにし、組織の理念、取り組むべき重点目標、経営方針に基づいた事業計画を定め、本会の

存在意義を広く市民に示す必要があります。 

 また、継続的かつ安定的な組織運営と事業活動を可能とするためには、自主財源も含めた

多様な財源の確立により、適正な収益の確保を目指した財政基盤強化の取り組みも喫緊の課

題となっています。 

 そのために本中期経営計画により、継続性・計画性に基づいた今後の方向性の明示と、事

業活動の強化や新たな事業の展開に具体的に取り組むとともに、社協内の組織変革や意識改

革を図り、本会が沖縄市において地域福祉を推進する中核的な団体として役割を果たすため、

令和６年度に策定し、令和７年度から令和１０年度まで４年計画で実行する計画とします。 

 

２．計画の効果 

 ・社協の使命や経営理念、基本方針を明確にし、全役職員へ浸透させることができます。 

 ・継続的、計画的な意思決定により組織運営、事業実施が推進できます。 

 ・沖縄市民や行政、関係機関に説明責任を果たし、存在意義や信頼感を高めます。 

 

３．計画の期間 

   令和６年度を準備期間とし、令和７年度から令和１０年度までの 4 年間を実行期間と

します。 毎年度、「第 6 次沖縄市地域保健福祉計画」及び「地域福祉活動計画」との整合

性を保つため、CAPDO サイクルによる進行管理を行います。 

なお、令和８年度には、「沖縄市第 7 次地域保健福祉計画」及び「地域福祉活動計画」

（令和９年度～令和１３年度）の策定業務が行われることから、本会の中期経営計画につ

いても、上記の両計画との整合性を含め、第２次中期経営計画（令和１１年度～１５年度）

を策定していきます。 

令和６年度 

（2024年度） 

令和７年度 

（2025年度） 

令和８年度 

（2026年度） 

令和９年度 

（2027年度） 

令和 10 年度 

（2028年度） 

 

計画実行に向け

た準備期間 

 

CAPDO ｻｲｸﾙによ

る現状把握・改

善・計画見直し・

実行・理事会へ

の報告・外部評

価の実施（毎年、

適宜実施する） 

 

第 6 次地域福祉

保健計画・地域

福祉活動計画の

評価及び次期計

画策定 

 

 

 

 

第２次中期経営

計画に向けた見

直し及び策定 
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４．沖縄市社協の使命（沖縄市社協の目指すもの） 

 

【活動スローガン】 

  ちゅいしぃじぃの心でつなぐおおきなわ 

 

 

 

 

 

【理念】 

  ひとりの幸せから地域の幸せまでを創造する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【組織目標】 

１．あらゆる生活課題への対応 

市民から寄せられる多様な生活課題を受け止め、地域を基盤にして解決につなげる支援

や仕組み作りに取り組みます。特に、経済的困窮やひきこもりによる孤立、虐待、権利侵

害など深刻な地域の生活課題の解決に向けて、地域住民、民生委員・児童委員、社会福祉

施設、専門機関、ボランティア、NPO 団体や行政など地域における幅広い協働・連携の

場作りや仕組みづくりを行います。 

２．個別支援から地域づくり支援への一体的展開 

 福祉的支援を必要とする市民ひとり一人への個別支援と、その人々が受け入れられる地 

域づくり支援を結び付ける取り組みの一体的展開を行う。そのために、本人や家族の生活 

課題や個別ニーズに向き合いながら本人の力を引き出し、社会資源の活用や開発を行い 

つつ住民による地域づくりへの一体的展開を図ります。 

 ３．アウトリーチ（地域に出向く活動）の徹底 

 これまでのコミュニティーソーシャルワークや個別支援の実践を基礎に、アウトリーチ

「ちゅいしぃじぃ」とは沖縄語で互いに助け合うこと。自分にできることは進んで行い、出来 

ることで助け合おうという考え方。また「おおきなわ」とはおきなわ
・ ・ ・ ・

市のすべての市民が支え

合い助け合いの輪を作り、そのおおきな輪を大きくたくさん作っていくことを目指すものです。 

 

沖縄市地域保健福祉計画の基本理念である「ちゅいしぃじぃの心でつながり福祉文化が息づく沖

縄市」を目指し、地域福祉を推進する中核的な団体として、地域住民及び福祉組織・関係者との協

働により地域生活課題の解決に取り組み、 「ひとり一人の幸せ作り」を目指す個別支援を通して、誰

もが支え合いながら安心して暮らすことができる 「しあわせな地域作り」を目指す地域共生社会づ

くりを推進することを使命とします。 

・地域共生社会づくりの推進に向けて、重層的体制整備事業を基盤とした、地域社会とのつながり

を作る「参加支援」、支援ケースを見つけに行くアウトリーチ等を通じた「相談支援」、さらには、

交流や社会参加の場となる「地域づくり」を一体的に実施することで、「縦割り」「支え手と受け手」

「世代や分野」を超えて、社会参加に向けて段階的に支援が必要な市民、自ら支援の手を挙げるこ

とが困難な世帯、地域から孤立している市民や世帯等の課題解決と支援に向けて、多機関協働のネ

ットワークにより市全体で包括的に取り組みます。 
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を徹底し、制度の狭間や支援につながりにくい生活課題を発見し、問題解決に向けた事業

展開と支援のネットワーク作りに取り組みます。 

４．財源確保の取り組みの強化 

  社協事業の性質や内容を踏まえ、住民主体の地域福祉活動のさらなる推進に向けて、地 

域の実情に応じた多様な財源の活用と、地域住民に対して解決が必要となる地域課題やニ 

ーズへの理解と共感を得ること通して、新規事業や会員増強などの自主財源の確保に向け 

ての取り組みを強化します。 

５．行政とのパートナーシップ 

社協の地域福祉活動、深刻な生活課題への総合相談・生活支援体制の構築、法人後見事

業等の権利擁護事業への体制整備などについて行政に協議や働きかけをすすめます。また、

地域福祉計画と地域福祉活動計画、中期経営計画等と一体的な事業を推進し、行政とのパ

ートナーシップによる地域福祉施策の充実に取り組みます。 

 ６．継続的・計画的な組織運営 

  中期経営計画の周知により役職員への経営理念の浸透と、事務局機能の強化を図るとと 

もに、事業の選択と集中の取り組みを行い、業務の効率化と質の向上による職員の負担軽 

減を図り、継続的・計画的な組織運営を目指します。また、外部有識者による各種委員会 

や専門家の活用を行い、経営計画等への参画や事業への評価・助言を求めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【職員目標】 

 １．あらゆる住民ニーズを把握し、受け止めます。 

 ２．ニーズに寄り添う個別支援と、誰もが豊かに暮らせる地域づくりを一体的に進めます。 

 ３．多様な主体の福祉活動、ボランティア・市民活動を推進します。 

 ４．権利擁護支援のために関係者のネットワークを構築し、支援体制の整備を進めます。 

 ５．あらゆる機関・団体との連携・協働の促進、組織化に取り組みます。 

 ６．市民からの福祉活動・福祉事業の企画・実施・提案について、協力し支援します。           

 ７．ソーシャルアクション・コミュニティーソーシャルワーク（CSW）を実践します。 

 ８．市民への広報活動・福祉教育に取り組みます。 

 ９．災害の被災者や復興支援に取り組むとともに、地域の防災活動も支援します。 

 10，地域福祉の人材を育成します。 

・市とパートナーシップを確立するともに、地域に開かれた組織として経営の透明性と中立性、自

主性、継続性、公正さの確保を図ります。 

・地域住民や関係機関・団体等あらゆる関係者の参加・協働の場をつくり、人と人、人と地域をつ

なぐ拠点としての役割を果たし、複合的な課題や制度の狭間の問題等に対応できるよう総合的・包

括的なネットワークづくりに努めます。 

・個人の尊厳を守り自立を支えるため、あらゆる専門機関とともに権利擁護支援の地域連携ネット

ワークの中核的な役割を目指します。 

・社協の開拓性、即応性、柔軟性を発揮し、新たな仕組みづくりや社会資源の開発にチャレンジし

ます。 
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 11．共同募金・歳末助け合い運動を推進します。 

 12．組織運営や地域福祉活動の財源を確保します。 

 

５．事業目標 

現状課題 将来あるべき姿 
ビジョン達成するための 

方法（方針） 

スケジュール 

R7 R8 R9 R10 

人材育成のための 

研修計画が未策定 

職員の研修計画を

作成しスキルアッ

プできる 

職員向けの研修会を計画的に

開催する 

 

計
画
作
成
検
討

⇒ 計
画
・
実
行
⇒ 

⇒ 

⇒ 

部署ごとに自治会

との関係性に差が

ある 

どの部署も自治会

の状況や課題を理

解する 

各自治会に出向き担当の事業

説明する 

検
討
⇒ 

計
画
・
実

行
⇒ 

⇒ 

⇒ 

個別相談支援のフ

ォローアップ・連携

が未確立 

関係機関と連携し

個別支援が継続で

きる 

各専門分野へのつなぎを円滑

に行うために、相談関係機関

との連絡会を開催しフォロー

アップ支援の検討 

重層的支援体制整備事業にお

ける多機関協働の取り組みを

活用する 

包
括
的
支
援
体
制
づ
く
り
連

絡
会
の
開
催
⇒ 

⇒ ⇒ 

⇒ 

事業継続計画（BCP）

の策定が出来てい

ない 

事 業 継 続 計 画

（BCP）の策定し災

害時に備える 

事業継続計画（BCP）の策定の

研修会を開催する 

計

画

作

成

⇒ 見
直
し
⇒ 

⇒ 

⇒ 

各事業のマニュア

ルが作成されてい

ない 

各事業のマニュア

ルを作成し、担当

職員が変更になっ

ても継続できる 

担当職員でマニュアル作成を

する 

検
討
⇒ 

作
成
⇒ 

⇒ 

⇒ 

社会福祉法人・福祉

施設との連携・協働

が不十分 

社会福祉法人・福

祉施設との社連

携・協働する場が

ある 

社会福祉法人・福祉施設との

連絡会を開催し課題を共有す

る 

連
絡
会
の
開
催
⇒ 

⇒ ⇒ ⇒ 
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総務係 

事業名 現状課題 将来あるべき姿 ビジョンを達

成するための

方法（方針） 

評

価 

スケジュール 

R7 R8 R9 R10 

法人運

営事業 

中期経営計画を作成してなかったた

め、社協の理念や目標が浸透していな

かった。 

地域福祉計画や中

期経営計画に沿

い、役職員が一丸

となる。 

役職員及び全職員

が使命・理念など

を理解し説明でき

る 

中期経営計画

を作成し社協

職員全員で読

み合わせし組

織の理解を深

める。 

理事会・評議

員会、自治会

など社協事業

説明の場を設

ける 

継

続 
計
画
の
実
行
⇒ 

  

 

⇒ 

  

 

⇒ 

計
画
の
評
価
⇒ 

財政基

盤強化

事業 

安定的な財源確保が必要である。広報

が不足している。 

社協事業に賛同す

る寄付者を増や

す。 

広報の強化と

寄附しやすい

仕組みづくり

を検討する。 

継

続 
検
討
・
実
行
⇒ 

実
行
⇒ 

 

⇒ 

 

⇒ 

会員加

入促進

事業 

会員加入の減少 会員加入の増加 会員獲得のた

めの体制づく

りを検討する 

拡

大 
検
討
・
実
行

⇒ 

 

⇒ 

 

⇒ 

 

⇒ 

広報啓

発事業 

ホームページ、Facebook、ラジオ、広

報誌などで広報しているが情報が偏っ

ている。  

職員が広報技術を

習得し、様々な媒

体を活用した方法

で情報を発信す

る。 

市民に情報が行き

渡る 

職員全員が広

報技術を習得

するため研修

会に参加する 

  

継

続 
研
修
会
参
加
・
運
用
の
検
討
⇒ 

 

⇒ 

 

⇒ 

 

⇒ 

沖縄市

福祉大

会 

毎年開催し定着したが、被表彰者の調

査に時間をかける必要がある。 

社会福祉大会だけ

ではなく、ボラン

ティアや市民活動

等の細かな福祉功

労者の情報収集と

表彰の検討 

大会の質を上

げるための企

画準備を設け

るため大会開

催を隔年化す

る。 

見

直

し 

 

検
討
⇒ 

 

⇒ 

 

⇒ 

 

⇒ 

沖縄市

福祉ま

つり 

 収益目的の団体と、活動内容の紹介

目的の団体、会員の社会参加等、出展

団体により参加目的が変わってきてい

る。また、社会福祉制度の改革により

福祉まつりの定義、あり方が問われて

いる 

 参加目的別の開

催や他のイベント

等との共同開催 

福祉まつりの

開催の目的・

意義を再検討 

見

直

し 

 

検
討
⇒ 

 

⇒ 

 

⇒ 

 

⇒ 

団体助

成事業 

 市内の社会福祉事業を行うことを目

的とする団体に対して助成し、その団

体の育成と地域福祉の向上を図る。 

法人格を有しない

任意団体が行う社

会福祉に関する事

業を応援する 

 赤い羽根の

配分金を活用

するので、募

金運動と連動

する 

継

続 
募
集
継
続
⇒ 

 

⇒ 

 

⇒ 

 

⇒ 
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福祉サ

ービス

苦情解

決事業 

電話での苦情はあるが、第三者委員ま

で上げる案件はない 

職員の質の向上 

市民のご意見を聴

く姿勢をもつ 

・他機関や市

民などからの

意見・要望・

苦情を常に職

員で共有する 

・研修会の参

加 

継

続 
職
員
共
有
・
研
修
会
の
参
加
⇒ 

 

⇒ 

 
⇒ 

 

⇒ 

赤い羽

根共同

募金運

動 
募金が減少している 

募金運動の実施運

営を継続する 

県共募との連

携を強化する 

継

続 

 

継
続
⇒ 

 
 

⇒ 

 
 

⇒ 

 
 

⇒ 

歳末た

すけあ

い運動 

継

続 
継
続
⇒ 

 

⇒ 

 

⇒ 

 

⇒ 

歳末た

すけあ

い義援

金支給

事業 

自治会を通して困窮者世帯に義援金を

配布しているが、困窮者世帯の定義が

曖昧であることと把握が困難である 

自治会を始めとす

る各コミュニティ

と一緒に困窮者世

帯の把握ができる 

他市町村の本

事業の状況を

情報収集する 

継

続 
情
報
収
集
⇒ 

検
討
⇒ 

 
 

⇒ 

 
 

⇒ 

 

  
福祉総合相談係 

事業名 現状課題 将来あるべき姿 ビジョンを達成

するための方法

（方針） 

評価 スケジュール 

R7 R8 R9 R10 

アウト

リーチ

相談事

業 

専任の相談者がおらず兼務

で対応している。 

伴走支援のゴール設定が難

しい 

専任の福祉何でも相

談員の配置及び専門

相談窓口の拡充 

・市に対し予算

措置の要請（重

層支援体制整備

事業に統合） 

継続 重
層
支
援
体
制
整
備
に
統
合
⇒ 

 ⇒  ⇒ 

 

⇒ 
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フード

バンク

事業 

（食支

援事業） 

価格高騰等、経済環境がひっ

迫し利用者は年々増えてい

る。ひとり一品運動が市内外

で浸透しており、寄贈数も増

えてきている。 

備蓄施設がないため、大口の

受け入れが難しいことや、冷

凍・冷蔵の受け入れ体制が整

っていない 

大口の食料品を受け

入れ可能な拠点を整

備し、沖縄市内だけ

でなく中部地区の食

料受け入れハブ拠点

として機能する。 

必要な物資を選んで

持って帰ることので

きる食支援の展開。 

支援の受け手が支え

る側に回れるような

支援を行う。 

・拠点整備のた

めの財源確保 

・社協だけでな

く市内の社会福

祉法人や民間企

業を巻き込んだ

備蓄倉庫ネット

ワークを構築す

る。 

・助成金の活用 

・市民への寄贈

の呼びかけの他

活動の PR を行

い、企業からの

寄付や寄贈を増

やす 

継続 ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
構
築
・
助
成
金
の
情
報
収
集
・
検
討
⇒ 

⇒ ⇒ 

 

⇒ 

ジモテ

ィー事

業 

物品受け入れ数に対し、マッ

チング数が少ない 

市内の福祉団体につ

ながらない場合、社

協で販売し、福祉活

動に充当できる 

寄贈した市民や

企業に対し説明

をしっかりと行

い福祉活動費に

充てることへの

理解を求める。 

運用

見直

し 

 

取
扱
検
討
⇒ 

 

⇒ 

 

⇒ 

 

⇒ 

法外援

護事業 

フードバンク事業同様に利

用希望者は増加しており、ニ

ーズは高い。 

制度の狭間に対応し

た柔軟な支援ができ

る 

ケース検討を重

ねていく 

継続 

 

継
続 

⇒

 
 

 
 

 

 

⇒ 

 

⇒ 

 

⇒ 

要約筆

記者養

成事業 

市からの委託で要約筆記者

養成講座を開催している。 

市単独で開催しているのは

沖縄市のみ 

市内の聴覚障がい当

事者団体が運営し、

地元で活躍する要約

筆記者を育成する 

委託先の見直し

や、当事者団体

へのノウハウの

提供 

見
直
し
（
廃
止
） 

 

廃
止
⇒ 

 

⇒ 

 

⇒ 

 

⇒ 

意思疎

通支援

事業 

意思疎通支援事業の中の要

約筆記者等派遣事業を担当

している。 

市内の聴覚障がい当

事者団体が運営し、

地元で活躍する要約

筆記者等を派遣し、

合理的配慮について

啓蒙する 

委託先の見直し

や、当事者団体

へのノウハウの

提供 

見
直
し
（
廃
止
） 

 

廃
止
⇒ 

 

⇒ 

 

⇒ 

 

⇒ 
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生活福

祉資金

貸付事

業 

コロナ特例貸付事業が終了

し、償還が始まっている。そ

れに伴い延滞者等に償還指

導が必要になっている。 

また、コロナ禍で社会福祉協

議会を認知した困窮者から

再度の貸付依頼が殺到して

いるが、特例と本則との貸付

要件の違いから貸付に至ら

ず支援につながれない人が

いる 

社協、パーソナルサ

ポートセンター、そ

の他民間事業者や行

政と重層的な支援体

制を整備し、貸付に

至らなかった場合の

支援策の整備。 

償還指導時に新たな

支援が必要な人をつ

なげていく仕組みが

ある。 

相談支援技術の

向上 

他機関との円滑

な連携が図れる

ような体制を整

備する 

継続 

 

体
制
整
備
⇒ 

⇒ ⇒ 

 

⇒ 

 

  
地域福祉係 

事業名 現状課題 将来あるべき姿 ビジョンを達成するため

の方法（方針） 

評

価 

スケジュール 

R7 R8 R9 R10 

小地域

ネット

ワーク

事業 

・事業として CSW が配

置されているのでは

なく、社協職員が CSW

機能を持ち、各々が市

民相談を受けている

状況。 

・各地域の福祉課題や

ニーズ把握ができて

いない。 

・地域の特性に応じた

取り組みの促進が必

要だが、地域担当が丁

寧に関わりきれてい

ない。 

・属人的な業務になっ

ており、内容が共有・

把握できていない。 

・地域の要支援者の

情報把握、早期発見、

対応ができる。 

・あらゆる地域住民

ニーズを受け止め、

地域課題解決に向け

て支援する CSW の配

置。 

・地域の個別支援ニ

ーズから地域課題を

捉え、地域住民主体

の取り組みの促進や

新たな仕組みづくり

に取り組む。 

・地域の見守り体制

づくりを推進する。 

・地域住民の福祉的課題

やニーズを受け止め、必

要な支援につなげる（ア

ウトリーチ、CSW 機能の強

化）。 

・ニーズに寄り添う支援。

（CSW 機能の強化、重層的

支援事業との連携） 

・各地域で福祉連絡会を

開催し、要援護者やその

家族に対する小地域ネッ

トワークを形成する。 

・各地域の特性や福祉課

題に応じた地域福祉活動

や住民主体の取り組みを

推進するため、全圏域ご

とに CSW を配置。 

・社協全体で個別ケース

や地域課題を共有する場

づくり（ケース検討会の

開催） 

継

続 

（

発

展

的

見

直

し） 

事
業
内
容
及
び
支
援
体
制
の
見
直
し
・
担
当
職
員
の
意
識
を
高
め
る 

地
域
の
個
別
支
援
か
ら
地
域
づ
く
り
に
つ
な
げ
る
取
り
組
み
の
実
施 

 

⇒ 

 

⇒ 
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地域見

守りネ

ットワ

ーク 

・協定先との連携協力

体制が充分でない。 

・新規の協定が結べて

いない。 

・既存の協定事業所か

らの連絡等が少ない。 

・協定事業所を増や

し、新たな見守り支

援を展開する。 

・既存の協定事業所

との相互の関わり、

コミュニケーション

ができ、見守り連携

体制が構築できてい

る。 

・新たな見守り事業所等

の開拓。 

・既存の協定事業所との

コミュニケーションを増

やし、新しい活動の検討

を行う。 

継

続 

発

展 

・
新
規
事
業
所
を
増
や
す 

・
既
存
の
協
定
事
業
所
と
の
連
携
強
化 

 

継
続 

⇒ 
⇒ 

こども

の未来

応援事

業 

・沖縄市社協で唯一こ

ども支援関連事業を

実施している。 

・市内のこども支援関

連団体とのつながり

が増えた。 

・財源が不安定で、新

たな事業展開ができ

ない。 

・制度や福祉サービ

スでは対応できない

こども対象のインフ

ォーマル支援を展開

する。 

・こども支援コーディネ

ーターの配置 

・支援を希望する企業等

と支援団体のマッチング 

継

続 

支
援
団
体
と
の
連
携 

支
援
体
制
の
見
直
し
⇒ 

継

続 

⇒ ⇒ 

災害時

あんし

ん避難

支援事

業 

・個別避難計画作成・

更新作業の業務過多。 

・暴風雨災害や地震の

頻発による事業への

注目が高まっている

が、そのために事業や

社協批判が起こって

いる。（事業主旨の誤

解がある） 

 

 

・防災・減災につい

ての自助・共助力を

高める取り組みの推

進。 

・事業展開できる職

員体制の確立 

・個別避難計画の策定を

通して要支援者自身やご

家族や支援者等で、避難

訓練を実施したり、日頃

からの備えを確認したり

等、自助力の向上を図る。 

・災害に関する勉強会等

を企画し地域の防災・減

災意識向上を図る。 

・ICT 技術の活用 

継
続 

計
画
策
定
業
務
の
見
直
し 

・
市
民
へ
の
防
災
意
識
向
上
を
図
る
取
り
組
み
⇒ 

・
減
災
意
識
の
向
上
に
向
け
た
取
り
組
み
を
実
施 

継
続 

⇒ ⇒ 
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ボラン

ティア

センタ

ー運営

事業 

職員の兼務による業

務過多のためコーデ

ィネート業務が追い

ついていない。ボラン

ティアのニーズは高

いが担い手不足のた

めマッチングができ

ないケースもある。 

ボランティア活動・

地域福祉活動を希望

する市民と、地域住

民や福祉団体等の抱

えるボランティアニ

ーズをマッチングさ

せ、コーディネート

することで人と人が

支えあう地域づくり

の一助とする。 
 

ボランティア登録管理業

務の効率化を図る。人材

養成事業と連携しボラン

ティアの担い手を育成す

る。 

継

続 

 

継
続
⇒ 

 

⇒ 

 
⇒ 

 

⇒ 

福祉・ボ

ランテ

ィア人

材養成

事業 

福祉ボランティアの

ニーズは年々高まっ

ているが、ボランティ

アの担い手が不足し

ている。 

人材の養成を行って

も継続が難しい。 

地域におけるボラン

ティア支援ニーズが

高まっているが、実

際に活動するボラン

ティアや市民の担い

手が不足している。

地域福祉活動の担い

手を増やすための取

り組みを実施するこ

とにより、自分の地

域の福祉課題を知

り、自発的・主体的

に取り組みを行う人

材の育成、養成を図

れる。 

各種ボランティア養成講

座を開催する。 

養成したボランティア人

材のモチベーション向上

や維持を目的とした企画

を検討する 

学校における福祉教育

は、委託できる団体があ

れば外部委託を検討。 

地域における福祉教育に

力を入れていく。 

継
続 

   

一
部
見
直
し
⇒ 

 

⇒ 

 

⇒ 

 

⇒ 

特別清

掃物件

支援モ

デル事

業 

専門業者の協力が不

可欠。 

費用負担が大きいが、

無償で対応できる内

容ではない。 

生活環境が著しく悪

化している居住者に

対し、専門業者や関

係機関等が関わり、

清掃・片付けを実施

することにより、住

み慣れた地域で、安

定した生活を取り戻

し、維持できるよう

サポートすることが

できる。 

インフォーマルな支援だ

けでは難しいので、行政

に制度化してもらえるよ

う要請する。 

継

続 

・
事
業
実
施
の
方
法
見
直
し
・
財
源
の
確
保 

・
制
度
化
や
サ
ー
ビ
ス
と
し
て
の
支
援
の
検
討 

⇒ ⇒ ⇒ 
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福祉的

要配慮

者風水

災害ボ

ランテ

ィアセ

ンター

運営事

業 

専門知識や技術が必

要となるケースが多

いので専門業者や専

門職団体の協力が必

要。 

大規模災害になると

ボラセン運営は社協

職員のみでは不可。協

力支援団体が必要。 
 

災害により被災した

福祉的要配慮者が、

地域住民やボランテ

ィアの支援を受ける

ことで、より早く平

常時に近い生活に戻

ることができる。 

専門職団体や業者と協定

を結び、有事の際に協働

して災害ボランティアセ

ンター運営を行える体制

を作る。 

継

続 

災
害
時
に
備
え
た
、
災
害
ボ
ラ
セ
ン
設
置 

・
運
営
体
制
づ
く
り 

・
協
力
者
を
増
や
す
た
め
の
取
り
組
み 

⇒ ⇒ ⇒ 

沖縄市

地域助

け合い

サービ

ス事業 

新たな地域のつなが

りを作る。住民主体の

活動となっているか

疑問が残る。お助け会

員の不足が大きな課

題。 

地域助け合いサービ

スを通じて、ちょっ

とした困りごとを地

域住民同士で解決で

きるようになる等、

地域住民同士の新た

なつながりが生まれ

ることによって地域

で安心して生活する

ことができる。地域

福祉活動の担い手の

発掘と人材育成の手

段となる。 

各地域で、地域助け

合いサービス事業と

して展開ができる。

また、体制のフォロ

ーアップ。 

事業継続のため活動費を

値上げし、社協への事務

手数料を生み出す。 

福祉人材養成事業と連携

して担い手を確保する。 

継

続 

継
続
⇒ 

 

⇒ 

 

⇒ 

 

⇒ 

社会福

祉実習

生受け

入れ事

業 

事業ごとの実習担当

者の業務過多により

プログラム作成が困

難となってきている。 

社協や地域福祉につ

いて学ぶことで、地

域福祉活動の担い手

や専門職を増やす。 

学生の実習テーマや達成

課題に沿うような実習プ

ログラムを組み、福祉専

門職としての相談援助技

術を習得させる。 

一

時

休

止 

受
け
入
れ
体
制
の
検

討
・
実
施
の
可
否
の
検

討 検

討

を

継

続 

⇒ ⇒ 
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参加支

援及び

アウト

リーチ

等継続

支援事

業（重層

的支援

体制整

備事業

委託） 

・令和６年８月～市受

託。 

・専門員１名で２つの

事業を担当している。 

・支援の届きにくい方

等へのアウトリーチ

支援 

・継続的な関わり、長

期的な支援を要する

方への支援 

・ﾌｫｰﾏﾙ、ｲﾝﾌｫｰﾏﾙ問わ

ず、対象者の特性やﾆｰ

ｽﾞに応じた参加支援 

・重層的支援体制整

備事業を基盤とした

「参加支援」「ｱｳﾄﾘｰ

ﾁ等を通じた相談支

援」「地域づくり」を

一体的に実施し、地

域共生社会の実現に

向け、取り組む。 

・社協の既存の相談事業

や、ｱｳﾄﾘｰﾁ等を通じた相

談支援で、あらゆる生活

課題に対応する体制づく

り。 

・個別支援ﾆｰｽﾞから、地域

づくりにつなげる一体的

な支援体制の確立 

・職員の専門性の向上 

継

続 

受
託
継
続
で
き
る
体
制
づ
く
り
⇒ 

継
続
⇒ 

⇒ ⇒ 

 

 

 権利擁護係 

事業名 現状課題 将来あるべき姿 
ビジョンを達成するた

めの方法（方針） 

評価 スケジュール 

R7 R8 R9  R10 

日常生活自

立支援事業 

 

ニーズが高く待

機者は 1 年待ち

である 

専門員 3人体制が理想で

ある。 

生活支援員を増やし、専

門員が新規相談の時間

がとれる。 

・委託先の県社協に現

状を訴え続け人員増を

目指す 

・地域の人材である生

活支援員を増やす 

継

続 

・
県
社
協
と
の
調
整 

 

・
生
活
支
援
員
の
広
報
⇒ 

 

⇒ 

 

⇒ 

 

⇒ 

 

市民後見推

進事業 

活動を希望する

方が少ない 

市民後見人になりたい

希望者が増える 

・責任が重たいという

イメージを変えるため

に養成講座の内容を検

討する 

・市民後見人の広報を

する 

継

続 

・
運
営
委
員
と
の
調
整 

・
広
報
の
強
化
⇒ 

⇒ 

 

⇒ 

 

⇒ 

 

高齢者金銭

管理等相談

事業 

 

個別支援業務量

が多く、成年後見

制度の広報・周知

に手が回ってい

ない。 

市民の成年後見制度の

理解が高まる 

・市と事業内容の検討・

調整 

・市民や福祉関係機関

へ事業の周知 

継

続 

市
と
の
調
整
・
周
知
⇒ 

⇒ 

 

⇒ 

 

⇒ 
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法人後見受

任事業 

 

 

 

困難な事例が多

く対応に追われ

ている。緊急時の

対応が多い。人員

不足 

関係者との連携・調整・

役割分担ができる。専門

員が困難事例を抱え込

まない 

・利用者ごとに関係者

と密に連携を図る支援

体制を作る 

・人員体制について市

と調整 

継

続 

関
係
者
と
の
連
携 

市
と
の
調
整
⇒ 

⇒ 

 

 

⇒ 

 

⇒ 

 

高齢者居住

サポート支

援事業 

緊急連絡先さえ

ない方は申し込

みできない。申込

できたとしても

連帯保証人がい

ない人は成約で

きる確率が低い 

緊急連絡先や連帯保証

人がいなくても転居が

できる 

・他県の取り組みを情

報収集する            

・居住支援連絡協議と

の連絡・調整・課題の共

有 

・事業の方向性やあり

方を検討のため休止す

る 

休
止 

・
居
住
支
援
協
議
会
や
関
係
機
関
と

の
連
携
⇒ 

⇒ 

 

⇒ 

 

⇒ 

 

 

 

6.総合相談体制づくりについて 

本会の相談支援関連事業は、これまで３係（地域福祉係、福祉総合相談係、権利擁護係）でそれぞ

れの事業を担当し取り組んできましたが、ケース支援や情報の共有、係間や事業担当間での相互連

携に工夫が必要かつ、制度の狭間やニーズへの対応、福祉的支援の入り口支援、アウトリーチが必

要な市民への相談等、地域にある福祉的相談を包括的に受け止め取り組む必要性を強く感じており

ました。 

そのような中、令和６年８月より「重層的支援体制整備事業」における一部事業を受託させてい

ただき、さらに令和７年４月からは重層的支援体制整備事業内の地域づくり事業が沖縄市で始まる

ことから本会の総合相談支援体制もさらに強化していく必要性があります。 

よって、本会の総合相談支援体制を下記の通り再構築することとしました。 

 

（1）社協内の総合相談支援体制の強化を目的に『地域福祉推進室』の設置 

３係（地域福祉係、福祉総合相談係、権利擁護係）が相互に連携がとれるよう統括する室長（事務

局次長が兼務）を配置し、総合相談支援体制の調整力の強化をめざす。 

（２）各係の事業（業務）仕分け 

  ① 地域づくりに関する分野（事業）⇒地域福祉係 

② 総合相談・個別支援に関する分野（事業）⇒福祉総合相談係    

  ③ 権利擁護支援に関する分野（事業）⇒権利擁護係 

  と事業仕分けをします。 

（３）各係・担当が連携しやすい体制づくり 

  ①「室長」「各係長」の連絡調整会議の開催 

  ②各担当が参加する「課題調整会議」の開催 
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7．財政に関する目標 

 

【現状と課題】 

 法人単位資金収支計算書から財務の現状を確認すると、令和５年度の決算時で、繰越事業資金額を

表す当期末支払資金残高は、１０，８６１，８０２円となっています。この繰越金の約 1 千万円は、

大きな額で、順当に繰り越し出来ているかに思われますが、その中の約２，４６０，０００円は、コ

ロナウィルスの影響で生活困窮に陥った方々への「特例貸付制度の、事務費・人件費等の受託金」と

してこの事業に限定して使われる資金であり、法人運営事業や他の事業へは流用できないことにな

っています。つまり、実質の繰越額は約７，５４０，０００円となります。 

 一方で、社協の会計の都合上、毎年度当初、各事業補助金・受託金等の収入が入ってくるまでの

間、4 月分・5 月分の給与等の支払いに充てるための資金が、約１２，０００，０００円必要となり

ます。令和６年度の年度当初の事業資金としては、４，４６０，０００万円の不足が生じている状態

であります。 

この不足分については、財政調整積立金から一時立て替えと、沖縄市の担当部局の配慮により、

一部の補助金を早めに支出していただく対応により給与等を支払っています。 

 しかし、これはあくまで臨時的な対応であり、繰越金が年度ごとに金額が違い一定しないことと、

財政調整積立金は、取り崩ししたことにより不足分をおぎなえる状況ではなく、繰越金額を年度当

初の給与の支払いとして運用する事を考えると、安定した財政運営が出来ていない状況と言えます。 

 

【財政目標】 

①役員構成の検討と役員による事業推進体制の強化 

 主体的な経営判断を行うため、財政に対して多様な立場から幅広く意見や助言が出来る役員構成

とする必要があります。また、財源確保のための事業展開や会員獲得等に向けて役員による取り組

みを強化し、役職員一体となって推進する体制を強化します。 

 

②特別会員制度の整備と拡充 

 社協の財源の中でも重要な位置を占める「特別会員制度」を見直し、より増収が見込めるようラ

ンク別会員制度を整備します。 

 

③社協の特性を活かした新規事業の検討 

 社協の特性である「先駆性」「公益性」等を活かした新規事業への取り組みについて、検討を継続

していきます。ただし、実施する際には社協の「信頼性」を損なわないような事業展開に配慮しま

す。 

 

④専門家や有識者、企業・経済団体等の活用と連携  

 社協の組織や経営に助言を求めるため経営アドバイザーの登用や、社協あり方委員会の設置によ

る専門家等の活用と、社会貢献活動に取り組む企業との連携による職員間交流の実施、企業経営者

や経済団体等との意見交換会等の実施による社協事業への理解促進への取り組みを推進します。 

  


